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宮城労働局説明資料

令和８年１月26日（月）

第２１回  トラック輸送における取引環境・
労働時間改善宮城県協議会

宮城労働局  労働基準部  監督課

資料１



⚫宮城労働局では、令和６年４月施行の時間外・休日労働の上限規制および改正改善基準告示について、

 あらゆる機会を活用して周知を図り、労使の自主的な取組を促進しています。

⚫また、長時間の恒常的な荷待ちを発生させないこと等について、発着荷主等に対して要請をしております。

2

1. 労働時間相談・支援班による説明会の開催
各労働基準監督署に配置された労働時間相談・支援班による説明会を開催し、

時間外労働の上限規制等についてトラック事業者に対して周知を行っております。

令和６年４月～令和７年３月

実施件数 ９回（339社出席）

２ .監督指導の実施
令和６年に、各労働基準監督署が道路貨物運送業に対して実施した監督件数は40件で

あり、そのうち38件（95％）に労働関係法令違反が認められました。
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労働基準監督署による荷主等への要請について（トラック）

厚生労働省
省内HPにおいて情報収集

立入調査時に情報収集

※ 荷主への働きかけ等の実施に当たり、厚生労働省から提供された情報も活用
※ 国土交通省において、さらなる働きかけ等の実施のため、地方適正化事業実

施機関が行う巡回指導時の情報収集を周知徹底（本年４月措置済）

労働基準監督署

発荷主

労働基準監督署による要請（令和４年12月23日～）

▸ 荷主企業に対し、労働基準監督署から配慮を要請

（要請の内容）長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないよう努めること。

運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知すること。

▸ 対象企業選定にあたり、厚生労働省HPや立入調査時に収集した情報を活用 ⇒ 国土交通省にも情報提供

運送業者

荷主への要請（新規）

情報提供（拡充）

着荷主

国土交通省

法に基づく「働きかけ」等

働きかけに活用
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宮城労働局 令和４年12月～令和７年９月

実施件数 約500件



特設サイト「はたらきかたススメ」について

令和3年度の設置形態

⚫ 厚生労働省本省において、国民向けに、特設サイト「はたらきかたススメ」を開設し、

ＰＲ動画等を通じて、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化に向けた取組や再配達削減に向けた取組

について、理解と協力を呼びかけています。
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（はたらきかたススメ）

◀国民向けPR動画

▼働き方改革をすすめるた
めにできることとして、
再配達削減アクションを
掲載



自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトについて

令和3年度の設置形態

⚫「自動車運転者の長時間労働の改善に向けたポータルサイト」に新たなコンテンツ「物流情報局」を設け、

荷主向けのページにおいては新物効法に関する情報を、また、トラック事業者向けのページにおいては、

貨物自動車運送事業法に関する情報を中心にそれぞれ発信しており、今後も随時更新を行う予定です。

改善基準告示についても、
解説テキストと解説動画
を掲載。

（解説動画）
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（ポータルサイト）
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